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マンション再生事業等に関する仮住居に係るご相談窓口 

 

 

エリア ご相談窓口 

北海道エリア 

東日本賃貸住宅本部 

北海道エリア経営センター 企画課 法人担当 

011-223-3707 

関東エリア 

東日本賃貸住宅本部  

住宅経営部 法人・宅建営業課 

03-5323-3571 

東海エリア 

中部支社  

住宅経営部 営業推進課 

052-238-9287 

関西・中国エリア（山口県除く） 

西日本支社  

住宅経営部 法人・宅建営業課 

06-6346-3417 

九州エリア（山口県含む） 

九州支社 

住宅経営部 営業推進課 

092-722-1107 

 


